
 

 

 

 

 

 

「横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業  

に係る住環境の保全等に関する条例」  
 

 

― 手続の手引き ― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

は じ め に  

 

 横浜市では良好な近隣関係を保持し、併せて安全で快適な住環境を保全・形成することを

目的として、「横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例」

を定めています。この条例では、中高層建築物等の建築主、設計者、工事施工者の責務を明

らかにし、また、この中で建築確認申請等に先立つ手続を定めています。 

 この手引きは、条例のあらましを説明しながら、条例および規則に基づく手続、審査時の

根拠となる条文等について説明したものです。 
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